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令和５年第１回瑞穂市教育委員会臨時会会議録 

令和５年３月６日（月）午前１１時３０分開議 

議 事 日 程 

開会及び開議の宣告 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 承認第１号 職員の派遣申請について 

日程第３ 承認第２号 教員の割愛申請について 

日程第４ 議案第７号 瑞穂市教職員の人事内申について 

日程第５ 教育長の報告  

日程第６ そ の 他  

閉会の宣言 

 

○本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

 

○本日の会議に出席した委員 

  服 部   照 

  森 下 伊三男 

加木屋 加緒里 

大 平 髙 司 

  伊 藤 清 美 

 

○本日の会議に欠席した委員 

  なし 

 

○本日の会議に説明のため出席した者の職・氏名 

  事務局長          佐 藤 雅 人 

教育総務課長        井 上 克 彦 

  学校教育課長        郷   通 芳 

学校教育課総括主幹     石 野 陽 子 
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○本日の会議に職務のため出席した者の職・氏名 

  なし 

 

○傍聴者 

  なし 
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開会 午前１１時３０分 

開会及び開議の宣告 

○教育長 ただ今より令和５年第１回瑞穂市教育委員会臨時会を開会致します。 

                                     

○教育長 本日の議題は、人事案件でありますので非公開と致します。 

                                     

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

○教育長 本日の会議録署名委員の指名について、議題と致します。 

  森下委員にお願い致します。 

                                     

日程第２ 承認第１号 職員の派遣申請について 

○教育長 日程第２ 承認第１号 職員の派遣申請について、議題と致します。 

  事務局より説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第２ 承認第１号 職員の派遣申請について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７第１項に規定する職員の派

遣について、瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により専決しましたので、同条第２項の規

定により、瑞穂市教育委員会の承認を求める。令和５年３月６日提出、瑞穂

市教育委員会教育長 服部照。 

 ＜非公開＞ 

○教育長 異議なしと認めます。日程第２ 承認第１号 職員の派遣申請につい

て、承認することと致します。 

                                     

日程第３ 承認第２号 教員の割愛申請について 

○教育長 日程第３ 承認第２号 教員の割愛申請について、議題と致します。 

  事務局より説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第３ 承認第２号 教員の割愛申請について、瑞穂市教

育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第３条第１

項の規定により専決しましたので、同条第２項の規定により、瑞穂市教育委員

会の承認を求める。令和５年３月６日提出、瑞穂市教育委員会教育長 服部照。 
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 ＜非公開＞ 

 ○教育長 異議なしと認めます。日程第３ 承認第２号 教員の割愛申請につ

いて、承認することと致します。 

                                     

日程第４ 議案第７号 瑞穂市教職員の人事内申について 

○教育長  日程第４ 議案第７号 瑞穂市教職員の人事内申について、議題

と致します。 

  事務局より説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第４ 議案第７号 瑞穂市教職員の人事内申について、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

３８条第１項により、県費負担教職員の内申をすることについて、瑞穂市教

育委員会の議決を求める。令和５年３月６日提出、瑞穂市教育委員会教育長 

服部照。  

 ＜非公開＞ 

○教育長 異議なしと認めます。日程第４ 議案第７号 瑞穂市教職員の人事内

申について、可決することと致します。 

                                     

日程第５ 教育長の報告 

○教育長 日程第５ 教育長の報告ですが今回は特にありません。 

                                     

日程第６ その他 

○教育長 日程第６ その他に入ります。 

  教育事務局長。 

○教育事務局長 特にありません。 

○教育長 教育総務課長。 

○教育総務課長 特にありません。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 本日お示しをさせていただきました資料については、このあ

と回収をさせていただきたいと思いますのでご了承ください。 

○教育長 次回の会議ですが、令和５年３月２３日、木曜日、午後１時００分か
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ら令和５年第３回瑞穂市教育委員会定例会ということでよろしくお願い致しま

す。 

                                     

閉会の宣告 

○教育長 本日はお忙しいところありがとうございました。これをもちまして、

令和５年第１回瑞穂市教育委員会臨時会を閉じさせていただきます。 

閉会 午後０時１２分 




